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令和 7年 3月 10日（月） 

市民部 

議案第 20号令和 7年度大津市一般会計予算のうち、市民部の所管

する部分について 

それでは、議案第 20号令和 7年度大津市一般会計予算のうち、

市民部の所管する部分について、ご説明いたします。 

まず歳入について、ご説明いたします。 

予算説明書の 50ページをお願いします。款 15使用料及び手数

料、項１使用料、目１総務使用料、節１総務管理使用料、説明欄、

建物使用料と土地使用料のうち、市民部につきましては、支所など

の敷地への電柱埋設等に係る使用料であり、説明欄、交流センター

使用料、市民文化会館使用料、長等創作展示館使用料、仰木太鼓会

館使用料、体育施設使用料、コミュニティセンター使用料は、それ

ぞれのホール、会議室、和室、体育館などの貸出使用料です。埋蔵

文化財調査センター使用料は、遺物の写真等の貸出しに係るもので

あり、歴史博物館使用料は、歴史博物館の観覧料や使用料です。 

52ページをお願いします。中段、目 3衛生使用料、節 1保健衛生

使用料、説明欄、土地使用料のうち、市民部につきましては、大津

聖苑、志賀聖苑の敷地の電柱などに係る土地使用料であり、墓地使

用料は、市営堅田霊園の再募集区画に係る使用料です。 



-2- 

 

56ページをお願いします。項 2手数料、目 1総務手数料、節１総

務管理手数料、説明欄、地縁団体認可証明等手数料につきまして

は、当該証明書の発行に係る手数料です。節 3戸籍住民基本台帳手

数料、説明欄、戸籍住民基本台帳等手数料につきましては、戸籍謄

本や住民票の写し、印鑑登録証明書などの交付手数料です。目 3衛

生手数料、節 1保健衛生手数料、説明欄、霊園管理手数料につきま

しては、市営堅田霊園の年間管理に係る手数料で、次の市営葬儀使

用料等督促手数料は、市営葬儀使用料の納付督促に係る手数料で

す。 

62ページをお願いします。款 16国庫支出金、項 2国庫補助金、

目 1総務費国庫補助金、節 1総務管理費国庫補助金、説明欄、社会

保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、氏名の振

り仮名法制化に係る通知発送に対するもので、次の個人番号カード

交付事務費補助金につきましては、マイナンバーカードの交付事務

に係る補助金です。次の国宝重要文化財等保存整備費補助金は、民

間開発に伴う試掘調査等に係る補助金及び坂本重要伝統的建造物群

保存地区における建造物等の修理・修景工事に係る補助金です。史

跡等購入費補助金は、国指定史跡穴太廃寺跡等の土地購入に係る補

助金です。学校施設環境改善交付金は、坂本市民体育館屋根防水、
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外壁塗装及び耐震化等改修工事に係る交付金です。 

70ページをお願いします。下の表、項 3委託金、目 1総務費委託

金、節 1総務管理費委託金、説明欄、自衛官募集事務委託金につき

ましては、自衛官募集の広報宣伝に係る事務委託金です。節 2戸籍

住民基本台帳費委託金、説明欄、中長期在留者住居地届出等事務委

託金につきましては、外国人の転居等に伴う登録・異動事務などの

法定受託事務に係る委託金です。目 2民生費委託金、節１社会福祉

費委託金、説明欄、拠出制国民年金事務委託金のうち、市民部につ

きましては、支所における国民年金事務に必要な費用に対して交付

されるものであり、次の国民年金協力連携事務委託金のうち、市民

部につきましては、支所における年金相談などの協力連携に係る委

託金です。目 5教育費委託金、節 1社会教育費委託金、説明欄、伝

統文化親子教室事業委託金につきましては、親子で伝統文化を体験

できる教室の開催に係る委託金です。 

74ページをお願いします。款 17県支出金、項 2県補助金、目 1

総務費県補助金、節 1総務管理費県補助金、説明欄、地方消費者行

政活性化交付金につきましては、消費者教育・啓発事業及び消費生

活相談事業に係る交付金であり、次の、文化財保存事業費補助金に

つきましては、民間開発に伴う試掘調査等に係る補助金であり、次
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のびわこ材利用促進事業補助金は、伊香立市民センターの移転新築

工事にあたりびわこ材の木材を用いることに対する補助金です。 

80ページをお願いします。下の表、項 3委託金、目 1総務費委託

金、節 4統計調査費委託金、説明欄、人口推計調査事務委託金につ

きましては、大津市の人口の自然的、社会的増減などの報告事務に

係る委託金です。 

82ページをお願いします。下の表、款 18財産収入、項 1財産運

用収入、目 1財産貸付収入、節 1土地貸付収入、説明欄、市民部土

地貸付収入につきましては、自治会館用地における電柱などの貸付

収入です。 

84ページをお願いします。目 2利子及び配当金、節 1利子収入、

説明欄、交通安全基金及び文化観光振興基金につきましては、それ

ぞれの運用による利子収入です。 

86ページをお願いします。款 19寄附金、項 1寄附金、目 1総務

費寄附金、節 1湖都大津まちづくり寄附金、説明欄、市民部につき

ましては、大河ドラマレガシー事業として、文学作品のゆかりの地

をめぐる現地見学会や源氏物語講座の開催経費の財源として充当す

るものです。 

88ページをお願いします。款 20繰入金、項 1繰入金、目 1基金
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繰入金、節 1湖都大津まちづくり基金繰入金、説明欄、市民部につ

きましては、自治会報償金及び自治会館の改修に要する経費や坂本

城跡出土遺物の保存処理や啓発リーフレットの作成、各種スポーツ

大会出場に伴う支援経費などの財源として充当するものです。 

節 2交通安全基金繰入金につきましては、交通安全施策の推進に

要する経費の財源として充当するものです。 

節 3文化観光振興基金繰入金につきましては、第 1期大津市文化

財調査・保存・活用計画に掲げる各種事業費の財源として充当する

ものです。節 5森林整備基金繰入金、説明欄、市民部につきまして

は、伊香立市民センター建設に要する経費の財源として充当するも

のです。 

90ページをお願いします。節 9公共施設等整備基金繰入金、説明

欄、市民部につきましては、市民センターの整備に要する経費及び

社会体育施設等の整備に要する経費や斎場施設の整備に要する経費

の財源として充当するものです。款 22諸収入、項 1延滞金、加算

金及び過料、目 1延滞金、節 1延滞金、説明欄、市営葬儀使用料等

延滞金につきましては、市営葬儀の使用料に係る延滞金です。 

94ページをお願いします。項 4雑入、目 2弁償金、節 1弁償金、

説明欄、市民部につきましては、自動車臨時運行用ナンバープレー



-6- 

 

ト紛失時の弁償金です。目 4雑入、節 1総務費雑入、説明欄、冊子

頒布代のうち、市民部につきましては、埋蔵文化財発掘調査報告書

販売収入及び歴史博物館における展覧会の図録等の頒布代であり、

支所窓口事務取扱手数料は、支所で取り扱っている企業局料金の収

納事務に係る手数料であり、次のコールセンター分担金は、コール

センターの運営に係る企業局からの分担金であり、次の学校体育施

設照明利用料は、学校体育施設開放事業において小中学校体育館照

明、グラウンド照明に係る電気代相当額を利用者に負担いただいて

いるものであり、市民センター管理費等負担金は、木戸市民センタ

ーや逢坂ビルなどの管理費などに係る負担金であり、次の埋蔵文化

財包蔵地発掘調査費負担金は、宅地造成の開発工事等に係る発掘調

査等の受託経費であり、次のコミュニティ助成金は、自治会及び学

区自治連合会の備品等整備事業に対する一般財団法人自治総合セン

ターからの助成金です。 

96ページをお願いします。節 3衛生費雑入、説明欄、斎場資源物

引取対価収入につきましては、斎場から排出される残骨灰の減容化

処理に伴う有価物に対する収入です。 

100ページをお願いします。節 9その他雑入、説明欄、市民部そ

の他雑入につきましては、支所コピーサービスやコミュニティセン
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ター印刷等に伴う収入、長等創作展示館の書籍販売手数料、和邇及

び下龍華市民運動広場のグラウンド照明使用料、埋蔵文化財調査セ

ンター及び歴史博物館で開催する事業の参加料などです。 

102ページをお願いします。款 23市債、項 1市債、目 1総務債、

節 1市民センター整備事業債につきましては、伊香立市民センター

移転新築工事を含む、市民センターの整備に伴う財源として充当す

るものです。節 3文化施設等整備事業債につきましては、国指定史

跡の公有化及び歴史博物館、市民文化会館、長等創作展示館の施設

改修等に伴う財源として充当するものです。節 4社会体育施設整備

事業債につきましては、坂本市民体育館屋根防水、外壁塗装及び耐

震化等改修工事に伴う財源として充当するものです。 

節 6コミュニティ施設整備事業債につきましては、堂町公民館解

体工事に伴う財源として充当するものです。目 3衛生費、節 2斎場

施設整備事業債につきましては、志賀聖苑空調設備更新工事及び大

津聖苑火葬炉更新に伴う財源として充当するものです。 

以上で歳入の説明とさせていただきます。 

 引き続き、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。 

 なお、人件費については、令和６年の人事院勧告等を踏まえ、令

和７年度からの適用となる給料表や、地域手当の支給割合の変更等



-8- 

 

の諸手当の改正が含まれておりますが、事業関連等を中心にご説明

します。 

120ページをお願いします。款 2総務費、項 1総務管理費、目 19

自治振興費、説明欄 2の自治振興推進費のうち、市民部につきまし

ては、まちづくり協議会の設立や運営の補助に要する経費、わがま

ちづくり市民運動推進会議への事業補助に係る経費、滋賀里及び木

戸の交流センターの管理運営経費及び自治協働課の事務的経費など

です。3の自治会育成推進費につきましては、ふれあいの家の建

設・改造事業補助、ふれあい掲示板設置事業補助、自治会等ふれあ

いネット導入支援事業、電子回覧板プラットフォーム運用事業、自

治会、学区自治連合会などへの報償金、市自治連合会等への活動補

助に係る経費です。4の生活安全推進費につきましては、自主防犯

活動団体及び大津市防犯協会や、子ども安全リーダーへの活動補

助、地域の自主防犯活動団体等による防犯カメラ等設置事業に係る

補助、公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターへの支援、交通

安全教育や啓発活動、交通安全基金を活用した高齢者運転免許証自

主返納促進助成事業などの事業に係る経費です。5の市民センター

施設事業費につきましては、伊香立市民センターの移転新築工事や

空調設備等の大規模改修をはじめとする各市民センター施設の改修
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及び修繕に係る経費、光熱水費や設備の清掃保守点検、機械警備等

の委託料などの管理運営経費です。6の市民相談等広聴活動費につ

きましては、法律相談などの各種相談業務及びコールセンター運営

業務委託などに係る経費です。7のコミュニティセンター管理運営

費につきましては、地域におけるまちづくり活動の拠点となるコミ

ュニティセンターの管理運営に係る委託料などの経費です。8の会

計年度任用職員雇用経費につきましては、部内のワークシェアによ

る事務補助職員の雇用に係る経費です。目 20支所費、説明欄 2の

支所維持管理運営費につきましては、36支所の会計年度任用職員の

雇用経費です。目 21市民交流費、説明欄 2の文化振興推進費につ

きましては、伝統文化親子教室の開催及び市民への文化活動への関

心を高め裾野を広げること等を目的とした文化団体派遣事業に係る

経費のほか、市美術展覧会、写真展覧会の開催支援、回遊型コラボ

レーション事業などに係る経費です。 3の文化施設管理運営費に

つきましては、長等創作展示館、スカイプラザ浜大津、市民文化会

館、伝統芸能会館、仰木太鼓会館、市民会館の指定管理料を含む管

理運営及び施設整備に係る経費です。 

123ページに移りまして、5のパートナーシップ推進費につきま

しては、「大津市協働を進める三者委員会」の運営経費、地域の課
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題解決やまちの活性化に向けて取組む活動を支援する「パワーアッ

プ・地域活動応援事業」の補助に係る経費や、「次世代まちづくり

事業」に係る経費、さらには、明日都浜大津の市民活動センターの

管理運営経費です。目 22スポーツ振興費、説明欄 2のスポーツ施

設管理運営費につきましては、市民プールなどの指定管理委託料を

はじめ、市民運動広場や大津大石淀グラウンド・ゴルフ場、学校体

育施設開放事業などの管理運営業務に係る委託料及び富士見市民温

水プールの運営などに係る経費です。3のスポーツ施設整備費につ

きましては、坂本市民体育館屋根防水、外壁塗装及び耐震化等改修

工事、社会体育施設等のトイレ洋式化工事などに係る経費です。4

のスポーツ推進費につきましては、市民体育大会やｅスポーツ×リ

アルスポーツフェスティバル、幼少期運動プログラムなどの開催

や、国際大会・全国大会出場者への激励金、大津市スポーツ賞表彰

に係る経費、また 36学区の体育団体、市スポーツ協会、市スポー

ツ少年団等に係る補助金などです。6のスポーツステーションおお

つ管理費につきましては、光熱水費や委託料等施設管理に係る経費

です。 

124ページをお願いします。目 23消費生活センター費、説明欄 2

の消費生活センター管理運営費につきましては、消費者被害の未然
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防止及び拡大防止に係る啓発や高校における消費者教育の推進、消

費生活相談窓口の運営、明日都浜大津の管理等に係る経費です。目

24文化財保護費、説明欄 2の市内遺跡緊急発掘調査費につきまして

は、民間開発に伴う試掘調査等に係る経費です。3の文化財等保存

対策費につきましては、坂本重要伝統的建造物群保存地区における

建造物等の修理・修景工事に係る補助金及び国、県、市指定文化財

の保存修理等に係る補助金です。4の文化財保護管理運営費につき

ましては、国指定史跡の公有化や維持管理、坂本城跡の保存等に係

る経費、また、埋蔵文化財調査センターの管理運営等に係る経費で

す。5の埋蔵文化財発掘調査受託費につきましては、宅地造成等の

開発工事に伴う発掘調査等に係る経費です。 

126ページをお願いします。目 25博物館費、説明欄 2の博物館企

画展示費につきましては、本年開催を予定している企画展として

「瀬田国民学校絵日記」、「大津れきはくの大津絵」、「湖西の仏教文

化」に係る開催経費等です。3の博物館管理運営費につきまして

は、防火シャッター改修工事等の工事請負費及び施設修繕等に係る

経費、清掃・設備維持管理保守等の委託料、光熱水費、歴史文化の

調査収集に係る経費、受付案内等の雇用に係る経費です。 

130ページをお願いします。 
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項 3戸籍住民基本台帳費、目 1戸籍住民基本台帳費、説明欄 2の

住居表示整備推進費につきましては、新築物件の住居番号交付や街

区表示板等の整備に係る経費です。3の戸籍住民基本台帳事務管理

費につきましては、証明書発行窓口等に従事する、会計年度任用職

員雇用経費や戸籍住民課及び 36支所で、各種証明書の発行や届出

の受付に必要な、住民情報オンラインシステムの運用及び改修経

費、また、ネットワークシステム及びコンビニエンスストアにおけ

る証明書交付サービスに係る経費、更にはマイナンバーカードの交

付に係る経費やマイナンバーコールセンター運営委託費等に係る経

費です。 

136ページをお願いします。款 3民生費、項 1社会福祉費、目 1

社会福祉総務費、説明欄 10の犯罪被害者等見舞金支給費につきま

しては、犯罪被害者等へ支給する見舞金に係る経費です。 

158ページをお願いします。款 4衛生費、項 1保健衛生費、目 6

環境衛生費、説明欄 5、墓地等管理運営費のうち、市民部につきま

しては、市有墓地及び市営堅田霊園の除草、清掃、補修、樹木の剪

定などの維持管理に係る経費です。6の斎場管理運営費につきまし

ては、志賀聖苑、大津聖苑に係る指定管理者管理委託料等施設の管

理運営に要する経費のほか、志賀聖苑空調設備更新工事及び大津聖
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苑火葬炉更新等に係る経費です。 

216ページをお願いします。款 10教育費、項 5社会教育費、目 5

公民館費、説明欄 2の公民館管理運営費のうち、市民部につきまし

ては、地域による公民館自主運営試行事業に係る委託料です。 

続きまして、債務負担行為について、ご説明いたします。 

6ページをお願いします。第２表「債務負担行為」です。3項目

の市民センター管理運営事業費につきましては、伊香立市民センタ

ー移転新築に伴う調度品の経費に係るものです。4項目の文化振興

事業費につきましては、令和 7年度から令和 8年度の 2か年で予定

しております「文学のまち大津」ブランディング強化事業の経費に

係るものです。5項目のスポーツ施設整備事業費につきましては、

令和 7年度から令和 8年度の 2か年で予定しております坂本市民体

育館屋根防水、外壁塗装及び耐震化等改修工事の経費に係るもので

す。 

以上、議案第 20号令和 7年度大津市一般会計予算のうち、市民

部の所管する部分についての説明とさせていただきます。 

ご審査を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 


